
別紙２ 

保育所・こども園におけるアレルギー対応について 

          

 アレルギー疾患により保育生活上、特別な注意が必要な場合は、次の内容に関して、保護者の皆様の御理

解と御協力をいただきますようお願いします。 

 

1 生活管理指導表と必要な書類の提出と面談について 

（1） 給食での食物除去やアナフィラキシー対応など特別な配慮が必要となる場合は、医師の診断と指導に

基づく「生活管理指導表」と「与薬指示書」等の提出をお願いします。 

（2） アレルギー疾患による特別な保育上の配慮・給食を継続している期間は、最低１年に１回、「生活管理指

導表」及び「与薬指示書」等の提出をお願いします。 

（3） アレルギーの対応について変更（アレルギー原因食品が追加または、一部解除になった等）がある場合、

その都度「生活管理指導表」と必要な書類の提出をお願いします。 

（4） 「生活管理指導表」「与薬指示書」等の提出があった場合、内容と対応の確認のため、施設職員との面

談をお願いします。 

 

2 給食対応について 

（1） 一般の給食材料の範囲内の「除去食」対応になります。 

（2） 「代替食」に関しては、給食調理で対応可能な場合のみ提供します。 

対応不可能な場合は、弁当をご持参いただくこともあります。 

（3） 給食での除去は、基本的には「除去」か「解除」のどちらかで対応します。ただし、調味料や注意喚起表

示の加工食品の除去につきましては、「生活管理指導表」により給食対応が困難となる場合もあります。 

（4） 微量なアレルゲンで発症するアナフィラキシー症状のある場合、給食対応が困難なため弁当のご持参を

お願いします。 

（5） 食物除去の解除は、医師の診断に基づき、「アレルギー対応食の解除について」を保護者記入の上お

申し出ください。 

（6） 毎月の献立表の除去内容を確認の上、期日までに保育所・こども園に提出してください。 

（7） アレルギー対応の実施内容は、提出された「生活管理指導表」の内容をもとに、施設職員と面談し決定

します。 

  

3 弁当を持参される場合は、次の点に注意してください 

（1） 弁当の食材は新鮮なものを使い、当日によく火を通し冷ましてから容器に入れてください。 

  

4 緊急時等に備えた処方薬をお預かりする場合について 

(1) 薬をお預かりする場合には「生活管理指導表」とは別に「与薬指示書」が必要になります。お預かりする

薬はアレルギー疾患を診察している主治医が処方した薬に限ります。 

(2) 「与薬指示書」の内容に関しては、看護師と面談して確認させていただきます。 

 

5 その他 

(1) 保育所・こども園における日常的な取り組みおよび緊急時の対応に活用するため、「生活管理指導表」

及び「食物アレルギーに関する調査表」等については当該施設及びこども保育課、習志野市消防本部と

情報を共有することをご了承ください。 

(2) 文書作成にかかる必要な経費については、保護者負担でお願いします。 


